
相談者(第三者含む)

↓ 相談（第11条）

相談員(２名)

↓ 報告（第15条）

ハラスメント等
防止委員会委員長

※学長に事案概要、対応につ
いて報告（規則上なし）

↓ 問題解決の指示

特定監督者

↓

↓ 報告（第13条）

ハラスメント等
防止委員会委員長

↓ 報告（第11条）

学　長

（調査・審議が不要な場合） （調査・審議が必要な場合）

設置（第18条）

↓ 報告（第18条）

学　長

（ハラスメントの事実がない場合など）
（ハラスメント等の事実があり、
処分、環境改善が必要な場合）

ハラスメント等の防止等の規則に基づく相談の流れ

部局による調査・対応等

（通称：部局内調査）

ハラスメント等

調査委員会

処分、環境改善等

（第5条）

必要な対応、助言・指導等

（処分、環境改善以外）


